令和７年度第１回　品川区地域自立支援協議会　議事要旨
	
〇日　　時：令和７年６月２３日（月）午後３時００分から
〇会　　場：品川介護福祉専門学校　５階特別講習室
〇出席委員：田中 恵美子（会長）、篁 倫子、吉澤 利恵、木下 美和、杉本 伸久、
奥田 美紀、内藤 ちひろ、岩間 洋亮（代理）、平賀 正司、榎本 芳美、
古川 崇史、原 彰彦、杉本 かをり、伊藤 美佐、島崎 妙子、
佐藤 直子、菊地 絵里子、三輪 雄幸、伏見 敏博、庄田 洋
〇Web出席委員：濱野 建児、紙子 達子
〇欠席委員：八束 嗣也、田島 忍、岡戸 良雄、大胡田 誠

１　品川区地域自立支援協議会
■令和７年度品川区地域自立支援協議会について（概要、スケジュール）
〇事務局　
　資料１－１の説明。１の設置目的および内容について。品川区の障害児者等への支援体制の充実を図るため、障害者総合支援法に基づく品川区地域自立支援協議会を設置。協議会は、関係機関の方々が相互の連携を図り、地域における障害児者等への支援体制に関する課題について情報共有し、地域の実情に応じた支援について協議する。
　資料１－２の説明。品川区地域自立支援協議会の体系。１つ目は全体会。専門部会で検討されたことについて、報告を受け、情報共有する場で、年に３回開催の予定。２つ目は専門部会。課題に応じて、障害児者サービスに関わる関係機関が参画し、具体的に個々の課題を検討する場で、各部会は年に３回開催の予定。本年度の専門部会は、子ども支援部会、相談支援部会、就労支援部会に加えて、新たに精神障害支援部会を設け検討していく。
　資料１－３の説明。全体会は６月、１０月、２月に、各専門部会は全体会の前の月または前々月に予定。
〇会長　
　次に相談支援部会からの報告をお願いします。
■専門部会からの報告について
（１）相談支援部会
〇委員
　資料２を説明。第１回相談支援部会を令和７年５月１日に開催。
概要の２、地域生活移行に関する取組について。
　地域生活移行に向けての取組状況や課題の共有を行った。
　（１）取組状況について。環境が整えば地域移行を検討できるのではないかと相談を進めていた方。本人の身体状況に変化があり、療養型病院へ移行となった。
　施設近隣のグループホームを申し込んだが、入居できなかった方。土地勘のある施設近隣のグループホームが空いた際には移行したいという思いがある反面、施設での生活に慣れ、居心地がよい今の生活のままでもいいという意向も聞かれている。
　地域移行を行った方のその後について。児童福祉施設からグループホームへ移行した方。新たな場所での生活に慣れてきたため、移行当初のトラブルが減り、落ち着いて過ごしている。
　地域移行支援に向けて。これまで同様に、サービス更新時、モニタリング時、本人、家族、支援者に、地域移行の希望について、その都度、確認と説明を継続している。来年度以降は、障害者入所施設に配置される地域移行等意向確認担当者と連携して取組を進めたい。
　（２）地域生活移行の取組を振り返ってみて感じた成果、課題について。取組を行ったことで、本人、家族、相談支援専門員自身も、どこで誰と生活を送るのかを考えるきっかけとなった。
言葉によるコミュニケーションが困難な場合は、僅かな視線や体の動きを読み取りながら本人の意向を酌み取るなど、意思決定の在り方や移行の進め方を双方で工夫しながら支援をすることができた。コミュニケーションの取り方について考える機会となった。
　グループホームや区内にある体験室の積極的な活用を行い、施設以外の場所での生活を考える機会をつくることが大きな意味を持ったといった意見があった。
　次に、３番、高次脳機能障害に関する取組について。（１）失語症者向け意思疎通支援事業について。前回、話が上がっていた意思疎通支援事業について、東京都で行われた研修資料をもとに説明を行った。今後、品川区でのニーズ把握に努めていく。
　（２）グループワーク。前回のグループワークテーマで出た地域課題について、意見、課題点の振り返りを行い、区内の既存の社会資源を活用し、具体的に取り組めることを話し合い、各グループから発表した。
　①グループワークで出た意見。具体的に取り組むこととして、就労継続支援Ｂ型事業所の支援員を集めて、高次脳機能障害について知る機会を持てるようにしてはどうか。
　区内３か所にある地域活動支援センターの活用。それぞれで取り組んでいる高次脳機能障害者の方向けの取組内容を共有し、３か所で共同作業を行えないか、具体的に取組を進めている。
　課題として、高次脳機能障害が３０代から５０代と働き盛りの世代に発症することが多く、介護者となる家族も、日中、就労していることが多い。年齢的にも介護保険の対象外となる方も多く、高次脳機能障害を持つ方の受入先が増えることが必要。
　就労移行支援を利用して復職を希望しても、復職ができない、その先の支援が見つからないことが多く、支援が切れてしまい埋もれてしまう方々がいる。
　また、日中利用先があったとしても、送迎がないと通えない。送迎つきの就労継続支援Ｂ型が区内にほとんどない。他区の事業所を利用する例もあり、情報が欲しい。
　これらの課題に対して、就労支援部会にて相談支援部会の取組の報告と高次脳機能障害の方の日中活動の受入先が少ない状況の説明、また、受入れについて検討する場を設けてもらうよう調整をする。こちらについては、その後、就労支援部会で説明の場をいただいた。
　送迎対応のＢ型事業所の開設情報なども部会で共有を行った。
　高次脳機能障害を発症しても復職を希望する人が多く、専門的な情報が必要。こちらについては、相談支援専門員を対象にした研修にて、就労支援センターの取組や連携について学ぶ場の調整を行っている。
　（３）次回以降について。グループワークで挙げられた具体的な提案について、実際に取り組んだ内容を共有する。復職に向けての支援、手続について学ぶ機会を設ける。
　次に、地域生活移行に関する取組についての報告。①地域生活移行件数、９名。こちらは、取組開始の令和５年４月から令和７年５月までの件数となっている。
　地域移行に関する進捗については、先ほどの報告のとおりとなり、これまで移行した方の状況については、資料の内容を参照していただきたい。
〇会長
相談支援部会の報告についてご質問、ご意見はありますか。
〇委員
地域移行支援に向けてのところで、来年度以降、障害者入所施設に配置される地域移行等意向確認担当者とあるが、詳細を教えていただきたい。
〇委員
地域移行等意向確認担当者は、来年度以降、入所施設に配置される。その役割は、利用者の意向や福祉サービスの利用状況等の把握など。各施設の中でよりご本人のことを把握していただき、相談支援事業所と連携を取りながら移行に向けた動きを進めていただけるものと理解している。
〇委員
品川区と大田区に限るが、城南エリアでは、区南部圏域で高次脳機能障害支援普及事業を実施している。これは都立荏原病院で行っているが、この部会は、この事業とどう関わっているのか。
〇委員
　前々回の部会のとき、荏原病院が作成した高次脳機能障害支援マップという、大田区や品川区の受入先と相談窓口等が記載されているものを活用した。さらに、研修などを部会の中でもアナウンスし、高次脳機能障害に関わる勉強会や研修会へ参加している。
〇委員
そうすると、グループワークで出た意見の中の具体的に取り組むことの１つ目、就労継続支援Ｂ型事業所の支援員を集めて、高次脳機能障害について知る機会を設けるようにしてはどうかという提案についても、この支援普及事業の中で勉強会等々も行うことが記載されているので、そちらを活用してもいいのかなと思った。
〇委員
　今後、活用していきたい。
〇会長
ほかにご意見、ご質問などありますでしょうか。では、私から１点。
　最初の地域移行に関する取り組み状況のところに、環境が整えば地域移行を検討できるのではないかと相談を進めていた方が療養型病院へ移行となったとあるが、ご本人は納得をされているのでしょうか。
〇委員
この方は、言葉によるコミュケーションが困難な方であるが、移行すること、それから、結果として療養型の病院に行かれたことも、ご本人の中で納得されて、決められたと聞いている。
〇会長
もう一点、同じく取り組み状況のところの、グループホームを申し込んでいたが入居できなかった方。気持ちに迷いが生まれていたようであるが、この方は、グループホームや区内にある体験室は利用されたのでしょうか。
〇委員
この方は、とても慎重な方で、見学は行ったが、体験は行っていない。今後については、見学や体験の機会をつくって、イメージもしていただきながら、丁寧な意向の確認の場をつくることが必要と考えている。
〇会長
　続いて、就労支援部会から説明をお願いいたします。
（２）就労支援部会
〇委員
　資料３を説明。令和７年５月２７日に第１回の就労支援部会を開催。
　２、就労選択支援について。城南エリアの就労支援を担当している障害者就業・生活支援センターアイ－キャリアのセンター長を講師として招き、令和７年１０月より開始となる予定の就労選択支援という新たな障害福祉サービスの説明を行っていただいた。内容は、就労選択支援事業の概要、目的や利用対象者、事業の基本プロセスなど。
　講師によると、相談の入り口として考えられる課題としては、①指定特定相談支援事業所の利用状況、そして、事業実施における考えられる課題としては、①作業場面などを活用した状況の把握、アセスメントと言う。②多職種連携によるケース会議などが挙げられた。
　最後に、就労選択支援事業について、重要なこととして、①本人が自身の将来について改めて考える機会を提供し、一般就労等への選択の機会を適切に提供すること、②行政機関と地域機関が協働して改めて地域をつくっていくこと、③機関同士の改めての連携の３つを挙げられた。
　その後に質疑を行い、①特別支援学校における就労選択支援の実施、②５０歳未満で一度も就労経験がない方の実施、③就労継続支援Ｂ型事業所のホームページなどに就労選択支援について記載したほうがよいか等の質問が挙げられた。
　次に、議題の３番目、超短時間雇用促進事業の進捗状況の報告。令和６年度の進捗状況の報告があった。登録した企業は４７社、登録者は６３名、企業を見学した方は２０名、企業実習に進んだ方は１７名、そのうちマッチング、つまり就職が成功した方、就労者は１１名であった。
　内容は、消毒や清掃、月末月初のデータ入力、在宅でのデータ収集、レクリエーションの司会など。
就労者の勤務形態としては、週に２日程度の勤務で、１日当たり１時間から２時間程度の勤務時間が平均であった。
　議題の４番目、自主製品販売イベントについて。令和５年度より、輪の品マルシェと名づけて、品川区地域自立支援協議会就労支援部会のイベントとして実施し、継続的に販売会などを行ってきた。今年度についても、販売会実施による工賃向上や販路拡大、地域の方に認知をしていただけるように実施をしていく。
　今年度の予定として既に決まっているものは、７月５日土曜日、６日日曜日にＪＲ目黒駅の改札前のイベントスペースを活用して行うイベント、それから、７月１７日木曜日、大井競馬場での販売イベントを予定している。このＪＲ目黒駅での開催は、昨年度１日で２０万円を超える売上げを達成したこともあり、今年度は２日連続で開催する予定。
　５、その他。相談支援部会より高次脳機能障害等に関する説明を行っていただいた。具体的には、相談支援部会の取組の報告と高次脳機能障害の方の日中活動の受入先が少ない状況についての説明や課題を共有していただいた。
　もう一点、旗の台リボン跡地で実施する障害者就労支援事業について、現在、公募で委託事業者を選定しており、令和７年９月中に開始予定であるとの報告が区よりあった。
〇会長
今のご説明について、ご質問やご意見はありますか。
〇委員
自主製品の販売イベントについて、７月５日、６日となると、もうすぐだと思うが、こちらのＰＲ活動についてはどのようになっているのでしょうか。１７日の大井競馬場のＰＲ活動についても教えていただければと思う。
〇委員
輪の品マルシェのＰＲについては、準備が整い次第、品川区のホームページで案内を行う予定。それから、今、各事業所でＳＮＳ等を活用した情報発信の取組も始まっているので、そうした方法の活用、それから、チラシの配布など、幾つかの方法で考えている。
〇委員
目黒駅などは人通りが多いので、行っていると分かるが、大井競馬場となるとなかなか地の利も悪くて、競馬に来た方ぐらいしか来られないと思うので、ぜひ、ＰＲ活動を早めにお願いしたいと思う。
〇委員
２点質問したい。１点目は、就労選択支援について、もう少し分かりやすく説明していただきたい。２点目は、超短時間雇用について、登録企業や登録者の方が随分増えているという印象であるが、その中で実際に雇用している企業数は何社か、それから登録者の中で実際に就職している方は何人いるのか。
〇委員
まず、就労選択支援について。厚生労働省の就労選択支援マニュアルによれば、障害のある方本人が、就労先や働き方について、よりよい選択ができるように、就労アセスメント、本人の就労の状況を見ていくような手法を活用して、本人の希望や就労能力など、適性に合った選択をサポートする新たなサービスとなっている。
　これまでは、就労選択支援はなかったが、例えば、特別支援学校から初めて就労を目指す方については、就労アセスメントという、実際に福祉サービスの中でアセスメントを提供していたが、それが新たに制度となり、本人と一緒に今後を考えていくための１つのステップとして位置づけられている。
もう一点の超短時間雇用の就労者の状況について。登録者の中からマッチングに結びついた件数は、登録者６３名に対して１１名。それから、登録企業４７社のうち、実際に雇用している企業数は１１社よりも少し少ない。１社で複数名就職されているところもあるので、１０社弱ぐらいという状況。これからも増加を目指して頑張っていきたい。
〇委員
就労支援部会員は２９事業所であるが、この２９事業所に、超短時間雇用で働いている１１名が属しているのか。また、登録企業４７社には、この２９事業所も入っているのか。
〇委員
まず、超短時間雇用の１１名の就労者のうち、部会員の事業所の利用者がいるかという質問であるが、１１名の中に、この部会員の事業所の利用者はいる。
　次に、登録企業に、この部会員の中の事業所が入っているかということであるが、この中の事業所が所属する法人が超短時間雇用の受入先となっているところはある。
〇委員
就労者１１名のうち、部会員である２９事業所に就職した方は何人ぐらいか。
〇委員
部会員である２９の事業所のうち、この事業所が所属する法人という考え方であれば、２名程度だと思う。
〇委員
就労選択支援について、私の感想であるが、障害者の方は生活体験やいろいろな経験が少ないので、いろいろと選べるように、様々な経験をさせてあげたほうがいいと思う。いざ選びなさいと言われても、やったことも見たこともないことを、その人たちが果たして選べるのか疑問に思う。
〇委員
確かに、体験を通したいろいろな場が必要だと思っている。就労選択支援について就労支援部会で検討を行う場合も、実際の体験を通したアセスメントができるような場を区内でどのようにつくり上げていくのか考えていきたい。
〇会長
続いて、子ども支援部会より報告をお願いします。
（３）子ども支援部会
〇委員
資料４を説明。令和７年５月３０日に第１回の子ども支援部会を開催。
概要の３番、自立支援協議会の報告。２月の自立支援協議会の全体会の中で、子ども支援部会で意見交換を行った移動支援のヘルパー不足のテーマについて、委員から部会に対して、もっと移動支援という仕事について周知することでヘルパーの確保にもつなげる、そういった取組を考えてほしいといった意見があったため、意見交換を行った。
　上がった意見として、品川区介護福祉専門学校では、介護福祉士の資格を取る際の実習先に移動支援の事業所も行ける仕組みにできるといいのではないか。しながわ大学連携推進協議会の仕組みを使い、大学から学校へ学習支援員などの人材の確保を行っている。従事する内容の動画をつくり、紹介などを行っている等があった。
しながわ大学連携推進協議会の仕組みについては確認し、次回の部会で引き続き検討を行う予定でいる。
　続いて、４番のテーマ検討。医療的ケア児支援に関する各関係機関などとの連携について、意見交換を行った。
　検討の経緯として、障害児福祉計画の内容の医療的ケアの相談支援について、保健、医療、福祉、子育て、教育などの関係機関と医療的ケア児等とその家族をつなぐ役割を担う医療的ケア児者等コーディネーターの配置があり、今年度、医療的ケア児者等コーディネーターも増えたため、今後の関わり方について検討するためにこの場を設けた。
　（２）医療的ケア児との関わりの現状。まず、①保健センターについては、生まれてすぐからの関わりがあり、ＮＩＣＵから退院する際は医療機関より連絡があり、退院前カンファレンスに参加している。自宅を訪問し、子供の様子を見たり、医師と話をすることもある。
　②相談支援事業所については、担当件数は事業所により違いがあり、「１から」と書いてあるが、「ゼロから」。受けていない事業所もあるので、ゼロから１０人程度とばらつきがある。令和６年度は、一部の医療的ケア児等コーディネーターが退院前カンファレンスから関わり、サービス利用につながったケースもあった。
　③区立保育園、学校については、１２の保育園で１３名を受け入れている。医療的ケア児１人に看護師が１人付き添っている。学校については、現在６名の受入れがある。
　④障害者支援課は、保健センターや医療機関から直接、退院前カンファレンスへの参加依頼が来るため、コーディネーターと調整し、つなげている。
　（３）各機関が感じている課題。①保健センターとしては、福祉サービスについての情報が少ないため障害者支援課を案内するが、そういったところもコーディネーターに関わっていってほしい。
　②相談支援事業所としては、ケースごとに調整や相談事が違い、ライフステージごとに状況も変わるため、対応が難しく時間もかかる。相談員１人で３人ぐらいが限界ではないか。相談支援専門員とコーディネーターの役割のすみ分けが必要。医療的な知識がない状況の中で、どこまでどう関わったらいいか分からない。相談できる人がいないといった意見が上がっていた。
　（４）次回の検討事項。現状の担当ケース数も踏まえ、新規ケースが来た場合に、担当者をどのように決めるかなどの仕組みを検討する。また、コーディネーターとしての役割を明確にし、支援の進め方について検討していきたい。
　（５）障害者支援課からの情報提供、次の３点の報告があった。医療的ケア児等支援関係機関連絡会で医療的ケア児者へアンケートを行う。医療的ケア児等コーディネーター向けの補助制度を令和６年度より開始している。令和７年度中に医療的ケア児向けのガイドブックを作成予定。
　続いて５番、次回の予定。次回のテーマとして引き続き「医療的ケア児支援に関する各関係機関との連携について」および「移動支援」について意見交換を行う予定。
〇会長
　ただ今の報告についてご質問、ご意見がありましたらお願いします。
〇委員
移動支援のヘルパー不足については、障害系の方、また、高齢系の方も同様に不足している現状で、８０代の方が実際にヘルパーとしてお宅を訪問しているケースもあると聞いている。そこで、品川介護福祉専門学校で移動支援のヘルパーの資格を取るといった、そういった動きは可能かどうかお聞きしたいと思う。
〇委員
　品川介護福祉専門学校は、社会福祉協議会の一部署という形で運営している。移動支援のヘルパーの資格を取るようなカリキュラムが、まず、できるのかということと、教える方をどうやってお願いするか、また、今ある運営の中で時間が取れるかどうか等を検討してからということになると思う。意見があったことは学校のほうには伝えたいと思う。
〇委員
　子ども支援部会員の中に移動支援事業を行っている事業所はいるのか。そういう方たち抜きにこれから話が進んでいくという認識でよろしいでしょうか。
〇委員
　部会の中で行うテーマとしては、移動支援の事業を周知していくための方法について考えていきたいと思っている。そのほか、昨年度、この場で意見が出た登録ヘルパーの仕組みづくりや移動支援の車両送迎などについては、また別の場で検討していただくことになると思う。連絡会の話も出ていたと思うが、そうした連絡会は、事業所の皆様が参加される場になると思う。
〇事務局
　確かに、前回の全体会の中で移動支援についてそのような議題があり、区のほうでも、ぜひ、移動支援事業者の連絡会を開催しようと考えている。
　この子ども支援部会では、移動支援事業のＰＲや、会館でも移動支援の研修を実施しているので、実際に移動支援の研修からどうつなげるかといったことを考えていただきたいと思う。
　事業者連絡会は、どうすれば移動支援のヘルパーが増えるのか、事業者はどういう支援を区から求めているのかといったことも、一緒に話し合いながら考えていきたいと思う。連絡会で出た話については、こちらにも報告していく。皆さんと一緒になって課題解決を図っていきたいと思うので、よろしくお願いしたい。
〇委員
　医療的ケア児について、２点質問させていただく。
　まず、（２）医療的ケア児との関わりの現状の中で、区立の保育園等で、ケア児１人に看護師１人が付き添っているとある。これはいつから始まったのか、それから、１人のお子さんに１人の看護師が、もし毎日付いているのであれば、かなりリソースとしてしっかりしていないとできないと思う。品川区はどのように回しているのか、その辺の事情が分かれば教えていただきたい。
　２点目は、コーディネーターは、どういう方が受けているのか教えていただければありがたい。
〇委員
　コーディネーターについては、恐らく相談支援専門員や通所事業所の支援員が受けていると思う。研修を受けていると聞いている。
〇事務局
　保育園の体制等に関する質問については、保育関係の部署に確認して、次回、回答させていただく。
〇会長
学校では、現在６名受け入れているが、養護教員の方がついているのでしょうか。併せて、学校の体制についても確認しておいていただきたい。
〇委員
　障害を持つ親と一緒に暮らしているお子さん、俗に言うヤングケアラーについて。精神に障害があるお父さん、お母さんの下で一緒に暮らしているお子さんたちは、お子さん本人には障害がなくても、もし困っているようであれば、子ども支援部会で指導をしたりする必要があると思う。子ども支援部会の中にはヤングケアラーコーディネーターは入っているのか。
〇委員
　現在は入っていない。
〇委員
　家族に障害がある場合は、仕方なくヤングケアラーになっているお子さんもいると思うが、将来的には、ヤングケアラーコーディネーターも子ども支援部会に来て、何か事例を研究したりするのか。
〇委員
　今現在、そういった話は出ていないが、テーマ内容によっては、この部会員として参加していただいてもいいのではないかと思っている。
〇事務局
　ヤングケアラーコーディネーターは、子ども家庭支援センターに、たしか二人配置されていると思うので、そういったテーマの場合には、子ども家庭支援センターのほうにお願いをして、参加していただくように考えたいと思う。
〇会長
　ほかにいかがでしょうか。特になければ、品川区地域自立支援協議会全体を通じてのご質問などがあればお願いします。
〇委員
　地域自立支援協議会の今回の委員名簿を見ると、ある委員は３人の仕事を引き受ける形になっている。任期中はずっとこの３つの仕事を兼務するということなのか。
〇事務局
　令和７年度については、このような形でやらせていただく。来年度がちょうど委員の改選の年であるので、そのタイミングで、委員をどなたにお願いするのか検討させていただくことを考えている。
〇委員
　自立支援協議会については、いろいろ部会ができている割に、こういう集まりを何でもかんでも１つの会場でやるというのはちょっと厳しいのではないかと感じている。質問ではないが、よろしくお願いしたい。
〇事務局
　部会のほうも皆さんのおかげでかなり活発になり、様々な課題が明らかになってきて、解決に向けて皆さん一生懸命取り組んでくださっている。確かに、全体会もこの人数になったので、運営の仕方については考えていきたいと思っている。
今年度はこの形式でいくが、今後、課題解決に向けてどういう会議体でやっていったらいいのか、皆さんのご意見を頂戴しながら、この１年間考えていきたいと思っているので、よろしくお願いしたい。
■その他
（１）精神障害者の現状と障害福祉事業の実施状況について
〇事務局
　資料５の説明。これは、品川区障害者計画・第７期品川区障害福祉計画・第３期品川区障害児福祉計画より抜粋した資料。
　まず、冒頭で説明したとおり、精神障害支援部会を今年度から、専門部会として始めることになったので、その前段としての説明となる。
　まずは、精神障害者の区内の状況。区の精神障害者保健福祉手帳の所持者は、平成２９年から令和４年までの過去６年で増加が続いている状況。自立支援医療（精神通院医療）の申請件数についても、令和２年度に新型コロナウイルス感染症の影響により大きく落ち込んでいるが、以後、引き続き増加を見せている状況。
　２ページ、先ほどの精神障害者保健福祉手帳の所持者のうち、等級別の人数の推移。１級から３級、いずれの認定者もこの６年間の間で増加していることが見て取れる。
　３ページ、計画の中の成果目標のページになる。精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築ということで、まずは国の基本指針がこちらに書かれている。国の基本指針をもとに、都道府県ごとに成果目標を設置することとなっており、その内容がこちらの資料となっている。
　４ページ、（２）区の成果目標ということで、先ほどの国の基本指針で示された区市町村の活動指標を区の成果目標として挙げているもの。目標項目の左側の欄、保健、医療及び福祉関係者による協議の場とあるが、今年度より品川区地域自立支援協議会が協議の場として位置づけられた。そのため、この計画の令和６年度開始時については、開催回数が、現状の年１回というものであったが、令和７年度より年３回の実施を予定している。
　協議の場の下の項目、精神障害者の利用者数。障害福祉サービスの利用者数について、令和６年度から令和８年度の目標数を示しているものとなる。
　５ページ、品川区で実施している事業について、福祉部の資料より抜粋したもの。
　まず１つ目、第６、１、品川区地域拠点相談支援センター。
　地域拠点相談支援センターとして、（２）品川区精神障害者地域生活支援センター、「たいむ」を設置し、日常生活の相談や交流の場の提供を行っている。
　第７、地域生活支援事業。４、障害者地域生活サポート２４事業。内容に記載のとおり、日常生活の困り事への助言や相談などを行っている事業。
　７ページ、令和５年度末に品川区障害者支援課でこちらの調査を実施した。長期入院精神障害者の地域移行に関する状況調査の報告となる。
　調査の目的は、１番に記載のとおり、長期入院精神障害者の地域生活への移行も含めた、精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進するに当たり、具体的に精神障害者のニーズを把握し、課題整理や今後の取組施策検討の参考とするために行った。
　調査方法としては、ＲｅＭＨＲＡＤと呼ばれる地域精神保健福祉資源分析データベースより抽出した、品川区に住所があり、精神科病床に１年以上入院する６５歳未満の入院患者のいる医療機関９１か所を対象に調査を行った。
　５番の回答結果、対象ありの医療機関数が、調査をした９１か所中２３か所あった。対象の患者数は４６人、回答率は６４.８％。
　８ページ、③１年以上入院している患者の状況。対象４６人というのは、６５歳未満の方になるが、表のとおりの人数の内訳が出ている。
　④１年以上入院している患者の状況（入院継続の理由）について、大きなところ、件数の多いものが３つある。まず、３番の退院後の居場所（住居）がない、もう一つが、５番、自炊など生活上できないことがある、最後が７番の精神疾患の病状が安定していないという３点が大きい回答数になる。
　⑤対象者４６人の地域移行の希望状況について、病院の評価として、移行ができるのかできないのか、本人の希望があるのかないのかというところで内訳をすると、病院が可能と言っていて、ご本人も希望がある方が７名いるということが分かった。
　９ページ、令和７年度より品川区で新しく実施した事業になる。先ほどの調査の中で、入院継続の理由、１年以上入院している理由の中に、退院後の居場所がない、生活上でできないことがあるという課題に対して、いろいろな支援が必要だろうというところで、こちらのコーディネート事業、精神障害者の退院・居住支援コーディネート事業を始めることとした。
　具体的な内容としては、まず１つ目、入院者の意向確認。地域生活への意欲喚起ということで、入院されている病院にコーディネーターが訪問、退院相談として伺い、意向を確認し、意欲喚起をするというものになる。
　２つ目の段階、退院に向けた支援として、地域移行支援と計画相談支援を行う。こちらは受給者証が必要な障害者総合支援法における給付サービスとして実施するものとなる。
　３つ目に、退院時の支援として、居住支援、地域生活開始時の集中的支援ということで、品川区住宅確保要配慮者入居促進事業等を活用しながら、不動産事業者への同行や入居後の手続の支援など伴走的な支援を行う形で、退院後の生活も支えていくという事業となる。
　１０ページ、１１ページについては、退院支援で関わる患者様向けに、病院に入院されている患者さんにお渡しして、この事業を説明するための資料となっている。
　今後、冒頭でお話ししたように、精神障害支援部会の中で、精神障害のある方の課題等について協議し、取組を進めていくので、次回、第２回の地域自立支援協議会にて報告させていただければと思っている。
〇事務局　
　会議の記録については発言者に確認した後、議事要旨を作成して区のホームページに掲載。次回の開催は１０月頃を予定。
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